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○

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
・
第
二
章

（
略
）

第
一
章
・
第
二
章

（
略
）

第
三
章

住
宅
性
能
評
価

第
三
章

住
宅
性
能
評
価

第
一
節

住
宅
性
能
評
価
（
第
五
条
―
第
六
条
の
二
）

第
一
節

住
宅
性
能
評
価
（
第
五
条
・
第
六
条
）

第
二
節
・
第
三
節

（
略
）

第
二
節
・
第
三
節

（
略
）

第
四
章
～
第
九
章

（
略
）

第
四
章
～
第
九
章

（
略
）

附
則

附
則

（
日
本
住
宅
性
能
表
示
基
準
）

（
日
本
住
宅
性
能
表
示
基
準
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

国
土
交
通
大
臣
及
び
内
閣
総
理
大
臣
は
、
日
本
住
宅
性
能
表
示
基
準
を
定
め
、

４

国
土
交
通
大
臣
及
び
内
閣
総
理
大
臣
は
、
日
本
住
宅
性
能
表
示
基
準
を
定
め
、

又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
あ
っ
て
は
社
会
資
本
整
備

又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
国
土
交
通
大
臣
に
あ
っ
て
は

審
議
会
の
議
決
を
、
内
閣
総
理
大
臣
に
あ
っ
て
は
消
費
者
委
員
会
の
議
決
を
、
そ

社
会
資
本
整
備
審
議
会
の
議
決
を
、
内
閣
総
理
大
臣
に
あ
っ
て
は
消
費
者
委
員
会

れ
ぞ
れ
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
社
会
資
本
整
備
審
議
会
又
は
消
費
者

の
議
決
を
、
そ
れ
ぞ
れ
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

委
員
会
が
軽
微
な
事
項
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５

（
略
）

５

（
略
）

（
評
価
方
法
基
準
）

（
評
価
方
法
基
準
）

第
三
条
の
二

（
略
）

第
三
条
の
二

（
略
）

２

前
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
評
価
方
法
基
準
に
つ
い
て
準
用
す

２

前
条
第
二
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
は
、
評
価
方
法
基
準
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
国
土
交
通
大
臣
又
は
内
閣
総
理
大

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
国
土
交
通
大
臣
又
は
内
閣
総
理
大

臣
」
と
あ
り
、
並
び
に
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
国
土
交
通
大
臣
及
び
内
閣

臣
」
と
あ
り
、
並
び
に
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
国
土
交
通
大
臣
及
び
内
閣

総
理
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
国
土
交
通

総
理
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
」
と
、
同
条
第
四
項
中
「
国
土
交
通

大
臣
に
あ
っ
て
は
社
会
資
本
整
備
審
議
会
の
議
決
を
、
内
閣
総
理
大
臣
に
あ
っ
て

大
臣
に
あ
っ
て
は
社
会
資
本
整
備
審
議
会
の
議
決
を
、
内
閣
総
理
大
臣
に
あ
っ
て



- 17 -

は
消
費
者
委
員
会
の
議
決
を
、
そ
れ
ぞ
れ
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
資
本
整
備
審
議

は
消
費
者
委
員
会
の
議
決
を
、
そ
れ
ぞ
れ
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
資
本
整
備
審
議

会
の
議
決
を
」
と
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
社
会
資
本
整
備
審
議
会
又
は
消
費
者
委

会
の
議
決
を
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

員
会
」
と
あ
る
の
は
「
社
会
資
本
整
備
審
議
会
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
特
例
）

第
六
条
の
二

長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律

（
新
設
）

第
八
十
七
号
）
第
五
条
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
（

同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
の
申
請
を
含
む
。
）
を
す
る
者

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
登
録
住
宅
性
能

評
価
機
関
に
対
し
、
当
該
申
請
に
係
る
住
宅
の
構
造
及
び
設
備
が
長
期
使
用
構
造

等
（
同
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
長
期
使
用
構
造
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
行
う
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

。
２

第
五
条
第
一
項
の
住
宅
性
能
評
価
の
申
請
を
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る

求
め
を
当
該
住
宅
性
能
評
価
の
申
請
と
併
せ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
あ
っ
た
場
合
（
次
項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く

。
）
は
、
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
は
、
当
該
住
宅
の
構
造
及
び
設
備
が
長
期
使

用
構
造
等
で
あ
る
か
ど
う
か
の
確
認
を
行
い
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
記
載
し
た
書
面
（
第
五
項
に
お
い
て
「
確
認
書
」
と
い
う

。
）
を
当
該
求
め
を
し
た
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

４

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
住
宅
性
能
評
価
の
申
請
と
併
せ
て
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
求
め
が
あ
っ
た
場
合
は
、
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
は
、
当
該
住
宅
の
構
造
及

び
設
備
が
長
期
使
用
構
造
等
で
あ
る
か
ど
う
か
の
確
認
を
行
い
、
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
結
果
を
住
宅
性
能
評
価
書
に
記
載
す
る
も
の
と

す
る
。

５

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
住
宅
の
構
造
及
び
設
備
が
長
期
使
用
構
造
等
で
あ

る
旨
が
記
載
さ
れ
た
確
認
書
若
し
く
は
住
宅
性
能
評
価
書
又
は
こ
れ
ら
の
写
し
を

、
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長

期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画
に
添
え
て
同
項
か
ら
同
条
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
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認
定
の
申
請
（
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定
の
申
請
を
含
む

。
）
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
申
請
に
係
る
長
期
優
良
住
宅
建
築
等
計
画

は
、
同
法
第
六
条
第
一
項
第
一
号
（
同
法
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

（
秘
密
保
持
義
務
）

（
秘
密
保
持
義
務
）

第
十
四
条

登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
（
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

第
十
四
条

登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
（
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
そ
の
役
員
）
及
び
そ
の
職
員
（
評
価
員
を
含
む
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
で
あ

、
そ
の
役
員
）
及
び
そ
の
職
員
（
評
価
員
を
含
む
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
で
あ

っ
た
者
は
、
評
価
の
業
務
（
第
六
条
の
二
第
三
項
又
は
第
四
項
に
規
定
す
る
確
認

っ
た
者
は
、
評
価
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は
自
己
の
利

の
業
務
を
含
む
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を

益
の
た
め
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

漏
ら
し
、
又
は
自
己
の
利
益
の
た
め
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
の
指
定
等
）

（
指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
の
指
定
等
）

第
六
十
六
条

（
略
）

第
六
十
六
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

（
新
設
）

紛
争
処
理
の
業
務
の
全
部
を
廃
止
し
よ
う
と
す
る
届
出
を
し
た
者
は
、
当
該
届
出

の
日
に
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
紛
争
の
あ
っ
せ
ん
又
は
調
停
の
業
務
を
行
っ
て

い
た
と
き
は
、
当
該
届
出
の
日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
当
該
あ
っ
せ
ん
又
は
調
停

に
係
る
当
該
紛
争
の
当
事
者
に
対
し
、
当
該
届
出
を
し
た
旨
及
び
第
三
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
が
そ
の
効
力

を
失
っ
た
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
）

（
業
務
）

第
六
十
七
条

指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
は
、
建
設
住
宅
性
能
評
価
書
が
交
付
さ
れ

第
六
十
七
条

指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
は
、
建
設
住
宅
性
能
評
価
書
が
交
付
さ
れ

た
住
宅
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
評
価
住
宅
」
と
い
う
。
）
の
建
設
工
事
の
請

た
住
宅
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
評
価
住
宅
」
と
い
う
。
）
の
建
設
工
事
の
請

負
契
約
又
は
売
買
契
約
に
関
す
る
紛
争
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
紛
争
」
と
い

負
契
約
又
は
売
買
契
約
に
関
す
る
紛
争
の
当
事
者
の
双
方
又
は
一
方
か
ら
の
申
請

う
。
）
の
当
事
者
の
双
方
又
は
一
方
か
ら
の
申
請
に
よ
り
、
当
該
紛
争
の
あ
っ
せ

に
よ
り
、
当
該
紛
争
の
あ
っ
せ
ん
、
調
停
及
び
仲
裁
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「

ん
、
調
停
及
び
仲
裁
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
住
宅
紛
争
処
理
」
と
い
う
。
）

住
宅
紛
争
処
理
」
と
い
う
。
）
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

00093246
ハイライト表示
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２

（
略
）

２

（
略
）

（
時
効
の
完
成
猶
予
）

第
七
十
三
条
の
二

あ
っ
せ
ん
又
は
調
停
に
係
る
紛
争
に
つ
い
て
あ
っ
せ
ん
又
は
調

（
新
設
）

停
に
よ
る
解
決
の
見
込
み
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
指
定
住
宅
紛
争
処
理
機
関
に
よ

り
当
該
あ
っ
せ
ん
又
は
調
停
が
打
ち
切
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
あ
っ
せ
ん

又
は
調
停
の
申
請
を
し
た
当
該
紛
争
の
当
事
者
が
そ
の
旨
の
通
知
を
受
け
た
日
か

ら
一
月
以
内
に
当
該
あ
っ
せ
ん
又
は
調
停
の
目
的
と
な
っ
た
請
求
に
つ
い
て
訴
え

を
提
起
し
た
と
き
は
、
時
効
の
完
成
猶
予
に
関
し
て
は
、
当
該
あ
っ
せ
ん
又
は
調

停
の
申
請
の
時
に
、
訴
え
の
提
起
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

２

第
六
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
第
二
十
三
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
指
定
が
そ
の
効
力
を
失
い
、
か
つ
、
当
該
指
定
が
そ
の
効
力
を
失
っ

た
日
に
あ
っ
せ
ん
又
は
調
停
が
実
施
さ
れ
て
い
た
紛
争
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

当
該
あ
っ
せ
ん
又
は
調
停
の
申
請
を
し
た
当
該
紛
争
の
当
事
者
が
第
六
十
六
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
日
又
は
当
該
指
定
が
そ
の
効
力
を
失
っ
た
こ

と
を
知
っ
た
日
の
い
ず
れ
か
早
い
日
か
ら
一
月
以
内
に
当
該
あ
っ
せ
ん
又
は
調
停

の
目
的
と
な
っ
た
請
求
に
つ
い
て
訴
え
を
提
起
し
た
と
き
も
、
前
項
と
同
様
と
す

る
。

３

指
定
が
第
八
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
取
り
消
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
取
消
し

の
処
分
の
日
に
あ
っ
せ
ん
又
は
調
停
が
実
施
さ
れ
て
い
た
紛
争
が
あ
る
場
合
に
お

い
て
、
当
該
あ
っ
せ
ん
又
は
調
停
の
申
請
を
し
た
当
該
紛
争
の
当
事
者
が
同
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
日
又
は
当
該
処
分
を
知
っ
た
日
の
い
ず
れ
か

早
い
日
か
ら
一
月
以
内
に
当
該
あ
っ
せ
ん
又
は
調
停
の
目
的
と
な
っ
た
請
求
に
つ

い
て
訴
え
を
提
起
し
た
と
き
も
、
第
一
項
と
同
様
と
す
る
。

（
訴
訟
手
続
の
中
止
）

第
七
十
三
条
の
三

紛
争
に
つ
い
て
当
該
紛
争
の
当
事
者
間
に
訴
訟
が
係
属
す
る
場

（
新
設
）

合
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
由
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
当
該

紛
争
の
当
事
者
の
共
同
の
申
立
て
が
あ
る
と
き
は
、
受
訴
裁
判
所
は
、
四
月
以
内

の
期
間
を
定
め
て
訴
訟
手
続
を
中
止
す
る
旨
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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一

当
該
紛
争
に
つ
い
て
、
当
該
紛
争
の
当
事
者
間
に
お
い
て
指
定
住
宅
紛
争
処

理
機
関
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
又
は
調
停
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

前
号
に
掲
げ
る
事
由
の
ほ
か
、
当
該
紛
争
の
当
事
者
間
に
指
定
住
宅
紛
争
処

理
機
関
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
又
は
調
停
に
よ
っ
て
当
該
紛
争
の
解
決
を
図
る
旨
の

合
意
が
あ
る
こ
と
。

２

受
訴
裁
判
所
は
、
い
つ
で
も
前
項
の
決
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
の
申
立
て
を
却
下
す
る
決
定
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
決
定

を
取
り
消
す
決
定
に
対
し
て
は
、
不
服
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
指
定
の
取
消
し
等
）

（
指
定
の
取
消
し
等
）

第
八
十
条

（
略
）

第
八
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
の
取
消
し
の
処
分
を
受
け
た
者
は
、
当
該
処
分
の

（
新
設
）

日
か
ら
二
週
間
以
内
に
、
当
該
処
分
の
日
に
あ
っ
せ
ん
又
は
調
停
が
実
施
さ
れ
て

い
た
紛
争
の
当
事
者
に
対
し
、
当
該
処
分
が
あ
っ
た
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
業
務
）

（
業
務
）

第
八
十
三
条

セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
八
十
三
条

セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

住
宅
の
瑕
疵
の
発
生
の
防
止
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
を
行
う
こ
と
。

（
新
設
）

九

（
略
）

八

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
負
担
金
の
徴
収
）

（
負
担
金
の
徴
収
）

第
八
十
七
条

（
略
）

第
八
十
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

セ
ン
タ
ー
は
、
前
項
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
に

３

セ
ン
タ
ー
は
、
前
項
の
認
可
を
受
け
た
と
き
は
、
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
に

対
し
、
負
担
金
の
額
、
納
付
期
限
及
び
納
付
方
法
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

対
し
、
そ
の
認
可
を
受
け
た
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
添
付
し
て
、
負
担
金
の
額

。

、
納
付
期
限
及
び
納
付
方
法
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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４

（
略
）

４

（
略
）

第
百
一
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
そ
の
職
務
に
関
し
て
賄
賂
を

第
百
一
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
そ
の
職
務
に
関
し
て
賄
賂
を

ろ

収
受
し
、
又
は
要
求
し
、
若
し
く
は
約
束
し
た
と
き
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
に
処

収
受
し
、
又
は
要
求
し
、
若
し
く
は
約
束
し
た
と
き
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
に
処

す
る
。
よ
っ
て
不
正
の
行
為
を
し
、
又
は
相
当
の
行
為
を
し
な
い
と
き
は
、
七
年

す
る
。
よ
っ
て
不
正
の
行
為
を
し
、
又
は
相
当
の
行
為
を
し
な
い
と
き
は
、
七
年

以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。

以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。

一

登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
（
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

一

登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
（
そ
の
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
役
員
）
又
は
そ
の
職
員
（
評
価
員
を
含
む
。
）
で
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す

の
役
員
）
又
は
そ
の
職
員
（
評
価
員
を
含
む
。
）
で
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す

る
業
務
（
第
六
条
の
二
第
三
項
又
は
第
四
項
に
規
定
す
る
業
務
を
含
む
。
）
に

る
業
務
に
従
事
す
る
者

従
事
す
る
者

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
在
職
中
に
請
託
を
受
け
て
職
務
上

２

前
項
各
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
っ
た
者
が
そ
の
在
職
中
に
請
託
を
受
け
て
職
務
上

不
正
の
行
為
を
し
、
又
は
相
当
の
行
為
を
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き
賄
賂
を
収
受

不
正
の
行
為
を
し
、
又
は
相
当
の
行
為
を
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き
賄
賂
を
収
受

ろ

し
、
又
は
要
求
し
、
若
し
く
は
約
束
し
た
と
き
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る

し
、
又
は
要
求
し
、
若
し
く
は
約
束
し
た
と
き
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る

。

。

３

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
そ
の
職
務
に
関
し
請
託
を
受
け
て
第
三
者
に
賄
賂

３

第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
者
が
そ
の
職
務
に
関
し
請
託
を
受
け
て
第
三
者
に
賄
賂ろ

を
供
与
さ
せ
、
又
は
そ
の
供
与
を
約
束
し
た
と
き
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
に
処
す

を
供
与
さ
せ
、
又
は
そ
の
供
与
を
約
束
し
た
と
き
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
に
処
す

る
。

る
。

４

犯
人
又
は
情
を
知
っ
た
第
三
者
の
収
受
し
た
賄
賂
は
、
没
収
す
る
。
そ
の
全
部

４

犯
人
又
は
情
を
知
っ
た
第
三
者
の
収
受
し
た
賄
賂
は
、
没
収
す
る
。
そ
の
全
部

ろ

又
は
一
部
を
没
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
価
額
を
追
徴
す
る
。

又
は
一
部
を
没
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
価
額
を
追
徴
す
る
。


